資料１１
R07.11 区長会資料（危機管理課）
防災行政無線（移動局携帯型）の保守点検について


区長の皆様に貸与している防災行政無線（移動局携帯型）は、２年に一回保守点検を実施しています。
つきましては、下記期間内に無線機及び充電器を各持参場所へお持ちください。

記

１　持参期間　　１月１９日（月）～１月２３日（金） 
※検査日が、1/29、30のため、期限厳守でお願いします。
※1/29：中沢支所（10時～）・東伊那支所（14時～）
1/30：駒ヶ根市役所（10時～）

	持参場所
	該当地区

	駒ヶ根市役所
危機管理課
	■竜西地区
南割区、中割区、北割一区、北割二区、小町屋区、福岡区、市場割区、上赤須区、下平区、上穂町区、町一区、町二区、町三区、町四区、親局

	中沢支所
	■中沢地区
中沢区長、１２自治組合、中沢支所用

	東伊那支所
	■東伊那地区
東伊那区長、東伊那支所用×２



２　返却方法　　２月６日（火）の区長会で返却します。
　　　　　　　 ※中沢・東伊那地区については、各支所で返却させていただきます。
※2/2～2/5の間に来庁される予定がありましたら、来庁時に危機管理課までお声掛けいただければ、返却させていただきます。

３　その他　　点検期間内に災害が発生した場合又は災害発生が見込まれる場合は、携帯電話にてご連絡させていただきます。
【 お問合せ先 】
〒399-4192　長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
駒ヶ根市　総務部　危機管理課　地域防災係
（課長）春日　（係長）米村　（担当）林
TEL：0265-83-2111（内線221・222）
FAX：0265-83-4348
E-mail：bosai@city.komagane.lg.jp


